
JP 2010-26367 A 2010.2.4

10

(57)【要約】
【課題】両面マスクの作製方法において、予め作製した
表面パターンに損傷を与えず、位置ずれが生じた場合に
は、容易にやり直しが可能な両面マスクの作製方法を提
供する。
【解決手段】透明基板の表裏両面に異なるパターンを有
するフォトマスクの作製方法であって、透明基板の一主
面上に遮光膜よりなる表面パターンを形成し、透明基板
の他方の主面上にレジスト膜よりなる裏面アライメント
マークを形成し、表裏のアライメントマークのずれ量を
計測し、前記透明基板の裏面全面に遮光膜を成膜し、リ
フトオフし、裏面アライメントマークを形成し、前記透
明基板の裏面全面に再びレジスト膜を形成し、前記計測
したずれ量分を補正してパターン描画し、再度表裏のア
ライメント用マークのずれ量を計測し、前記透明基板の
裏面全面に遮光膜を成膜し、リフトオフして、前記遮光
膜よりなる裏面パターンを形成する、ことを特徴とする
。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板の表裏両面に異なるパターンを有するフォトマスクの作製方法であって、
（１）前記透明基板の一方の主面上に第１の遮光膜と第１のレジスト膜を順に形成し、前
記第１のレジスト膜をパターン描画し、現像し、露出した第１の遮光膜をエッチングし、
前記第１のレジスト膜を剥離して、前記第１の遮光膜よりなる表面本パターンおよび表面
アライメントマークを含む表面パターンを形成する工程と、
（２）前記透明基板の他方の主面上に第２のレジスト膜を形成し、前記第２のレジスト膜
をパターン描画し、現像し、前記第２のレジスト膜よりなる裏面アライメントマークおよ
び裏面描画用マークを形成する工程と、
（３）前記表面アライメントマークと前記第２のレジスト膜よりなる裏面アライメントマ
ークとに基づいて表裏のアライメントマークのずれ量を計測する工程と、
（４）前記透明基板の裏面全面に第２の遮光膜を成膜し、次に、前記第２のレジスト膜を
リフトオフして剥離し、前記第２の遮光膜よりなる裏面アライメントマークおよび裏面描
画用マークを形成する工程と、
（５）前記透明基板の裏面全面に第３のレジスト膜を形成し、前記計測したずれ量分を補
正して前記裏面描画用マークに基づいてパターン描画し、現像し、前記第３のレジスト膜
よりなる裏面本パターンおよび裏面アライメントマークを形成する工程と、
（６）前記表面アライメントマークと前記第３のレジスト膜よりなる裏面アライメントマ
ークとに基づいて再度表裏のアライメント用マークのずれ量を計測する工程と、
（７）前記透明基板の裏面全面に第３の遮光膜を成膜し、次に、前記第３のレジスト膜を
リフトオフして剥離し、前記第３の遮光膜よりなる裏面本パターンを含む裏面パターンを
形成する工程と、
を有することを特徴とするフォトマスクの作製方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のフォトマスクの作製方法において、前記工程（３）または工程（６）
の表裏のアライメントマークのずれ量を計測する工程で、前記ずれ量が所定値を超える場
合には、パターン化した前記レジスト膜を剥離し、再度レジスト膜を前記透明基板上に形
成し、パターン描画し、現像してレジストパターンを形成するやり直し工程を有すること
を特徴とするフォトマスクの作製方法。
【請求項３】
　前記第３のレジスト膜よりなる裏面アライメントマークが、前記第２のレジスト膜より
なる裏面アライメントマークのネガポジ反転したパターンであることを特徴とする請求項
１または請求項２に記載のフォトマスクの作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明基板の相対する２つの主面上に異なるパターンを有するフォトマスクを
作製する方法に関し、特に透明基板の一方の面にパターンを形成した後、このパターンに
損傷を与えずに透明基板の他方の面に異なるパターンを作製するフォトマスクの作製方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体回路をウェハ上に投影露光して転写する際に原版として用いられるフォトマスク
（レチクルともいう）は、一般には石英ガラスなどの透明基板の一主面上にクロムなどの
金属からなる遮光膜パターンが形成された構造をしている。近年、投影露光装置の光学特
性をさらに高精度にして、より微細な加工を実現するために、遮光膜パターンを透明基板
の相対する２つの主面（それぞれを表面、裏面と称する）の両面に形成するフォトマスク
（以後、両面マスクとも呼ぶ）が提案されている（例えば、特許文献１参照）。ところで
、このような透明基板の両面に遮光膜パターンが形成されるフォトマスクには、表面のパ
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ターンと裏面のパターンとの設計値からのずれをなくすことが技術的な課題となる。
【０００３】
　このような課題に対処するために、特許文献２には、両面マスク用ブランクの表面に表
面パターンを形成した後、表面パターンの位置精度を測定し、次に、裏面にアライメント
パターンを描画し、セントラリティおよびローテイションを測定し、表面パターンと裏面
アライメントパターンのセントラリティおよびローテイションの差分を求め、アライメン
トパターンの位置座標で補正変更した後、前記アライメントパターンの位置座標を基準に
して、裏面パターンを描画し現像・エッチング後、表裏面パターンのずれに問題がないこ
とを確認して両面マスクの作製を行う方法が提案されている。
【０００４】
　しかし、特許文献２に記載の方法では、ドライエッチングで遮光層のエッチングを行っ
た場合、エッチング時の異常放電やプラズマの回り込みにより既に形成された表面パター
ンに損傷を与えてしまうという問題があった。一方、ウエットエッチングで遮光層のエッ
チングを行った場合には、透明基板の一方の面に既に形成されているパターンに損傷を与
え、パターンを損なう問題を生じていた。
【０００５】
　そのため、特許文献３には、両面マスクの作製方法において、透明基板のパターンを形
成した一方の面に粘着層を有するフィルムシートなどの保護層を設けてから、透明基板の
他方の面にパターンを形成する両面マスクの作製方法が開示されている。
【特許文献１】特開２００６－８０４４４号公報
【特許文献２】特開２００４－１４５１７４号公報
【特許文献３】特開２００６－２８５１２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献３に記載された保護層を設けてから透明基板の他方の面にパタ
ーンを形成する方法は、工程が煩雑となり、保護層となるフィルムシートとパターン形成
した透明基板とでエッチング中に均一な接着性を維持するのに困難さを生じ、保護層のフ
ィルムの一部の端面からエッチングガスやエッチング液が滲み込み、表面の微細パターン
に損傷を与えるという恐れがあった。
　また、上記の特許文献２および特許文献３に記載された両面マスクの作製方法は、いず
れの方法も最終的な表裏面のアライメントの位置ずれは裏面クロムパターンの形成後でな
ければ計測できず、もしも目的とする位置ずれ量から計測値がスペックアウトしていたと
きにはやり直しがきかず、再度表面のクロム成膜から作り直さなければならず、マスク製
造時間の増加と製造コストの増大をきたすという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明の目
的は、両面マスクの作製方法において、表面パターンを予め作製した後、エッチングで裏
面パターンを作製する場合に生じるようなエッチングガスやエッチング液による表面の微
細パターンの損傷がなく、ドライエッチングの場合にはプラズマの表面への回り込みや異
物などによる異常放電による表面へのダメージ発生の恐れがなく、もしも表裏面のパター
ン間にマスク品質を損ねる位置ずれが生じた場合には、表裏面のパターンの位置合わせの
やり直しが容易に可能な両面マスクの作製方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の請求項１の発明に係るフォトマスクの作製方法
法は、透明基板の表裏両面に異なるパターンを有するフォトマスクの作製方法であって、
（１）前記透明基板の一方の主面上に第１の遮光膜と第１のレジスト膜を順に形成し、前
記第１のレジスト膜をパターン描画し、現像し、露出した第１の遮光膜をエッチングし、
前記第１のレジスト膜を剥離して、前記第１の遮光膜よりなる表面本パターンおよび表面
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アライメントマークを含む表面パターンを形成する工程と、（２）前記透明基板の他方の
主面上に第２のレジスト膜を形成し、前記第２のレジスト膜をパターン描画し、現像し、
前記第２のレジスト膜よりなる裏面アライメントマークおよび裏面描画用マークを形成す
る工程と、（３）前記表面アライメントマークと前記第２のレジスト膜よりなる裏面アラ
イメントマークとに基づいて表裏のアライメントマークのずれ量を計測する工程と、（４
）前記透明基板の裏面全面に第２の遮光膜を成膜し、次に、前記第２のレジスト膜をリフ
トオフして剥離し、前記第２の遮光膜よりなる裏面アライメントマークおよび裏面描画用
マークを形成する工程と、（５）前記透明基板の裏面全面に第３のレジスト膜を形成し、
前記計測したずれ量分を補正して前記裏面描画用マークに基づいてパターン描画し、現像
し、前記第３のレジスト膜よりなる裏面本パターンおよび裏面アライメントマークを形成
する工程と、（６）前記表面アライメントマークと前記第３のレジスト膜よりなる裏面ア
ライメントマークとに基づいて再度表裏のアライメント用マークのずれ量を計測する工程
と、（７）前記透明基板の裏面全面に第３の遮光膜を成膜し、次に、前記第３のレジスト
膜をリフトオフして剥離し、前記第３の遮光膜よりなる裏面本パターンを含む裏面パター
ンを形成する工程と、を有することを特徴とするものである。
【０００９】
　請求項２の発明に係るフォトマスクの作製方法は、請求項１に記載のフォトマスクの作
製方法において、前記工程（３）または工程（６）の表裏のアライメントマークのずれ量
を計測する工程で、前記ずれ量が所定値を超える場合には、パターン化した前記レジスト
膜を剥離し、再度レジスト膜を前記透明基板上に形成し、パターン描画し、現像してレジ
ストパターンを形成するやり直し工程を有することを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項３の発明に係るフォトマスクの作製方法は、請求項１または請求項２に記載のフ
ォトマスクの作製方法において、前記第３のレジスト膜よりなる裏面アライメントマーク
が、前記第２のレジスト膜よりなる裏面アライメントマークのネガポジ反転したパターン
であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のフォトマスクの作製方法によれば、裏面パターン作製中において、予め形成さ
れた表面パターンへのダメージ発生のリスクを低減できる。さらにレジストの状態でアラ
イメントのずれを計測できるため、もしもずれ量が所定値よりも大きい場合には、裏面パ
ターンのやり直しが容易に可能となり、マスク製造コストの低減、製造期間の短縮ができ
る。また、裏面遮光膜のパターン形成をリフトオフ法で行うため、例えばクロム遮光膜を
用いた場合、従来のドライエッチング法における塩素ガス使用による排気処理の問題、あ
るいはウェットエッチング法における酸性廃液の処理の問題を避けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面に基づいて、本発明の両面マスクの作製方法の最良の実施形態について詳細
に説明する。図１～図３は、本発明の両面マスクの作製方法の一例を示す工程断面模式図
である。
【００１３】
　図１に示すように、洗浄された透明基板１０の一方の主面（表面）上に第１の遮光膜１
１および第１のレジスト膜１２をこの順に形成し（図１（ａ）、図１（ｂ））、この第１
のレジスト膜１２に表面本パターンと表面アライメントマークを有するパターンを電子線
（以後、ＥＢとも記す）またはレーザ光１３で第１回目のパターン描画をする（図１（ｃ
））。もしも後述の裏面アライメントマーク形成時に両面マスクアライナーを用いる場合
には、上記の描画時に予め両面アライナー用マークを描画しておく。上記の表面パターン
描画には、微細パターンとパターン精度が求められるので、通常、電子線描画装置やレー
ザ描画装置が用いられる。
【００１４】
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　描画後、レジスト膜１２を現像し、露出した第１の遮光膜１１をエッチングし、第１の
レジスト膜１２を剥離して、第１の遮光膜よりなる表面本パターン１４と表面アライメン
トマーク１５を有する表面パターン１６を形成する（図１（ｄ））。
【００１５】
　本発明においては、透明基板１０の相対する２つの主面のうち、一方の主面を表面、他
方の主面を裏面と称し、フォトマスクとして使用するときに、表面は被転写物側、裏面は
光源側を意味し、通常は表面側により微細なパターンが形成される。また、本発明におい
て、本パターンとは、両面マスクをフォトマスクとして使用するときに利用されるパター
ンのことをいい、アライメントマークなどのパターンとは区別している。アライメントマ
ークは、表裏面とも一主面上に２箇所以上設けるのが好ましい。
【００１６】
　次に、透明基板の表面パターン１６を形成したのとは反対側の他方の主面（裏面）上に
第２のレジスト膜１７を形成し（図１（ｅ））、電子線またはレーザ光または紫外線１８
で、第２のレジスト膜１７に裏面アライメントマーク形成のための第２回目のパターン描
画を行う（図１（ｆ））。
【００１７】
　描画後、現像し、第２のレジスト膜よりなる位置ずれ量計測用の裏面アライメントマー
ク２０を形成する（図２（ａ））。裏面アライメントマーク２０は、遮光膜を形成したい
部分が抜けて透明基板が１０が露出するように描画し、現像する。ここで、以後の工程で
の裏面本パターンの電子線描画工程で使用するＥＢ描画用アライメントマークとして、上
記の裏面アライメントマークを兼用することもできるが、通常、描画装置は装置ごとに専
用のアライメントマーク形状が必要とされるので、描画精度を高めるために専用のＥＢ描
画用アライメントマーク（不図示：図面が煩雑となるので図示は省略している）を別に描
画し、形成しておくのが好ましい。上記の裏面アライメントマークの描画には、電子線描
画装置やレーザ描画装置による描画、あるいは両面マスクアライナーによるアライメント
マークを設けたフォトマスクによる転写露光が用いられる。
【００１８】
　本発明において、裏面アライメントマーク２０のパターン描画において、描画のために
裏面にレジスト膜を形成した基板を描画装置にセットするときには、厳密に位置決めする
必要はなく当て見当でセットすることができ、垂直方向からみて概略重なるような位置に
描画される。すなわち、当て見当でセットしたとしても、裏面アライメントマーク２０と
表面アライメントマーク１５とが概略重なるような寸法関係となっている。このようなセ
ットの仕方によると、数１００μｍの位置ずれが生じるが、このずれ量を十分見込んでア
ライメントマークを設計しておけばよい。
【００１９】
　次に、上記の表面アライメントマーク１５と第２のレジスト膜よりなる裏面アライメン
トマーク２０を、光学顕微鏡などにより垂直方向から観察することによって、位置ずれ量
を計測し、裏面の本パターンを描画する際の、ｘ、ｙ方向への平行移動補正量およびθ方
向への回転移動補正量を求めておく（図２（ｂ））。
【００２０】
　表裏のアライメントマークのずれ量が予め定めた所定値以内であれば、次工程に進み、
透明基板１０の裏面全面に第２の遮光膜２２を所定の厚さにスパッタリング法などにより
成膜する（図２（ｃ））。
【００２１】
　次に、裏面アライメントマーク２０を形成した第２のレジスト膜をリフトオフして剥離
し、第２の遮光膜よりなる裏面アライメントマーク２３を形成する（図２（ｄ））。リフ
トオフは、第２のレジスト膜の専用の剥離液あるいはレジスト膜を比較的容易に剥離し、
表面パターン１６および第２の遮光膜２２に影響を与えない溶液が用いられる。
【００２２】
　もしも表裏のアライメントマークのずれ量が所定値を超える場合には、図２（ｂ）にＮ
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Ｇとして示すように、裏面アライメントマーク２０を形成しパターン化したレジスト膜を
剥離し、上記の図１（ｅ）の工程に戻り、透明基板１０の裏面上に再度レジスト膜を形成
し、パターン描画し、現像してレジストパターンを形成する工程以降のやり直しを行なう
。
【００２３】
　次に、透明基板１０の第２の遮光膜よりなる裏面アライメントマーク２３を含む裏面全
面に第３のレジスト膜２４を形成する（図２（ｅ））。
【００２４】
　次に、上記の計測したずれ量分を補正して、ＥＢ描画用アライメントマーク（不図示）
に基づいて第３のレジスト膜２４に裏面本パターンと裏面アライメントマークを電子線３
０でパターン描画し（図３（ａ））、現像し、第３のレジスト膜よりなる裏面本パターン
３１および裏面アライメントマーク３２を形成する（図３（ｂ））。裏面本パターン３１
および裏面アライメントマーク３２は、遮光膜を形成したい部分が抜けて透明基板が１０
が露出するように描画し、現像する。
【００２５】
　透明基板１０上には、第２の遮光膜よりなる裏面アライメントマーク２３が既に形成さ
れているので、上記の第３のレジスト膜よりなる裏面アライメントマーク３２は、第２の
レジスト膜よりなる裏面アライメントマーク２０のネガポジ反転したパターンとするのが
、アライメントマークの識別が容易になりより好ましい。ネガポジ反転パターンの形成は
、パターン描画データの裏面アライメントマーク領域のネガポジを反転する方法、あるい
はレジスト膜を形成するレジストをポジ型とネガ型で使い分ける方法などにより行うこと
ができる。
【００２６】
　次に、表面アライメントマーク１５と第３のレジスト膜よりなる裏面アライメントマー
ク３２とに基づいて再度表裏のアライメントマークのずれ量を計測する（図３（ｃ））。
この段階のずれ量計測は、本実施形態の工程内における最終的なずれ量計測となる。この
後は裏面本パターン用の遮光膜の成膜を行うので、仮に位置ずれがあった場合には、裏面
側の遮光膜を除去してやり直しをしなければならず、製造工程に大きな支障を生じるから
である。
【００２７】
　表裏のアライメントマークのずれ量が予め定めた所定値以内であれば、透明基板１０の
裏面全面に第３の遮光膜３４を所定の厚さにスパッタリング法などにより成膜する（図３
（ｄ））。
【００２８】
　次に、裏面本パターン３１および裏面アライメントマーク３２を形成した第３のレジス
ト膜をリフトオフして剥離し、第３の遮光膜よりなる裏面本パターンを含む裏面パターン
３５を形成した両面マスク３６が得られる（図３（ｅ））。リフトオフは、第３のレジス
ト膜の専用の剥離液あるいはレジスト膜を比較的容易に剥離し、既に形成された遮光膜パ
ターンに影響を与えない溶液が用いられる。
【００２９】
　もしも表裏のアライメントマークのずれ量が所定値を超える場合には、図３（ｃ）にＮ
Ｇとして示すように、裏面アライメントマーク３２を形成したパターン化したレジスト膜
を剥離し、上記の図２（ｅ）の工程に戻り、透明基板１０の裏面上に再度レジスト膜を形
成し、パターン描画し、現像してレジストパターンを形成する工程以降のやり直しを行な
う。
【００３０】
　上記の説明において、第１のレジスト膜１２、第２のレジスト膜１７、第３のレジスト
膜２４の形成には、すべて同種のレジストを用いてもよいし、あるいは２種または３種の
異なるレジストを用いてもよいが、製造工程を簡単にするためにはすべて同種のレジスト
を用いるのが好ましい。
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【００３１】
　また、第１の遮光膜１１、第２の遮光膜２２、第３の遮光膜３４は、すべて同種の遮光
膜であってもよいし、あるいは２種または３種の異なる遮光膜を用いてもよいが、製造工
程を簡単にするためにはすべて同種の遮光膜を用いるのが好ましい。
【００３２】
　上記のように、本発明のフォトマスク製造方法は、フォトマスクの表面と裏面に別々の
パターンを形成する方法で、透明基板の表面にパターンを作製した後、透明基板の裏面上
に塗布したレジストに裏面のパターンを描画、現像し、その上に遮光膜を形成し、リフト
オフすることによって両面マスクを作製する方法である。表裏のパターンのアライメント
では、裏面に遮光膜を形成する前に、レジストによる裏面アライメントマークを使用する
ことにより、位置ずれ不良が生じた場合のやり直しが容易である工程を用いている。
【００３３】
　また、本発明のフォトマスク製造方法は、第１の遮光膜が位相シフト膜を有していても
適用することが可能であり、さらに第１の遮光膜が露光波長での光の透過率が５～４０％
となるハーフトーン型の半透明の遮光膜においても適用することが可能である。また、本
発明のフォトマスク製造方法は、フォトマスクが透明基板の入射光側にＣＧＨ（Computer
 Generated Hologram：計算機合成ホログラム）などの回折光学素子を有するフォトマス
クであっても適用することが可能である。
　以下、実施例により、本発明を詳細に説明する。
【実施例】
【００３４】
　光学研磨した６インチ角、０．２５インチ厚の透明な合成石英基板を洗浄し、その一方
の主面（表面）上に遮光膜としてクロムを下記条件にて、厚さ６０ｎｍに成膜して形成し
た。
＜遮光膜のスパッタリング条件＞
成膜装置：  プレーナ型ＤＣマグネトロンスパッタリング装置
ターゲット：  金属クロム
ガス及び流量：  アルゴンガス５０ｓｃｃｍ
スパッタ圧力：  ０．３パスカル
スパッタ電流：  ３．５アンペア
【００３５】
　次に、上記の遮光膜の上に電子線レジストを、厚さ３００ｎｍに塗布し、プリベーク後
、電子線描画装置にてパターン露光し、現像し、所望形状のレジストパターンを形成した
。
【００３６】
　次に、上記のレジストパターンをマスクとして、ドライエッチング装置によりレジスト
パターンから露出している遮光膜クロムを下記条件によりドライエッチングし、パターニ
ングした。
＜クロム遮光膜のエッチング条件＞
エッチングガスＣｌ2＋Ｏ2ガス（２：３）
圧力                            １０ｍＴｏｒｒ
ＩＣＰパワー（高密度プラズマ発生）  ５００Ｗ
バイアスパワー（引き出しパワー）      ２５Ｗ
【００３７】
　次に、上記のレジストパターンを酸素プラズマで剥離し、クロム遮光膜よりなる表面本
パターンおよび２箇所の表面アライメントマークを含む表面パターンを形成した。
【００３８】
　次に、透明な合成石英基板の他方の主面（裏面）上に、上記と同一の電子線レジストを
厚さ３００ｎｍに塗布し、プリベーク後、電子線描画装置にてパターン露光し、現像し、
２箇所の裏面アライメントマークと２箇所の裏面描画用マークのレジストパターンを形成
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した。
【００３９】
　次に、クロム遮光膜よりなる表面アライメントマークとレジストよりなる裏面アライメ
ントマークとに基づいて、表裏のアライメントマークの位置ずれ量を計測した。ずれ量は
あらかじめ定めた所定値以内であり、ｘ方向、ｙ方向、θ方向の移動補正量を求めた。
【００４０】
　次に、レジストパターンを形成した合成石英基板の裏面全面に遮光膜としてクロムを、
表面側のクロム成膜と同じ条件で６０ｎｍの厚さにスパッタリング成膜し、次に、このレ
ジスト専用の剥離液でレジストパターンをリフトオフして剥離し、クロムよりなる裏面ア
ライメントマークおよび裏面描画用マークを形成した。
【００４１】
　次に、透明な合成石英基板の裏面全面に上記と同一の電子線レジストを厚さ３００ｎｍ
に塗布し、プリベーク後、上記の移動補正量に基づいて電子線描画装置にてパターン露光
し、現像し、裏面本パターンおよび裏面アライメントマークのレジストパターンを形成し
た。
【００４２】
　次いで、クロムよりなる表面アライメントマークとレジストよりなる裏面アライメント
マークとに基づいて再度表裏のアライメント用マークのずれ量を計測したところ、ずれ量
はあらかじめ定めた所定値以内であった。
【００４３】
　次に、透明な合成石英基板の裏面全面に再び遮光膜としてクロムを成膜し、次に、この
レジスト専用の剥離液でレジストパターンをリフトオフして剥離し、クロムよりなる裏面
本パターンを含む裏面パターンを形成し、透明な合成石英基板の表裏面に異なるパターン
を有する両面マスクを作製した。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の両面マスクの作製方法の一例を示す工程断面模式図である。
【図２】図１に続く本発明の両面マスクの作製方法の一例を示す工程断面模式図である。
【図３】図２に続く本発明の両面マスクの作製方法の一例を示す工程断面模式図である。
【符号の説明】
【００４５】
１０　透明基板
１１　第１の遮光膜
１２　第１のレジスト膜
１３　電子線またはレーザ光
１４　表面本パターン
１５　表面アライメントマーク
１６　表面パターン
１７　第２のレジスト膜
１８　電子線またはレーザ光または紫外線
２０　裏面アライメントマーク
２１　ずれ量計測箇所
２２　第２の遮光膜
２３　裏面アライメントマーク
２４　第３のレジスト膜
３０　電子線
３１　裏面本パターン
３２　裏面アライメントマーク
３３　ずれ量計測箇所
３４　第３の遮光膜
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３５　裏面パターン
３６　両面マスク
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【図１】



(11) JP 2010-26367 A 2010.2.4

【図２】
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【図３】
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